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福島復興の来し方行く末

2023年10月27日

福島大学

川﨑 興太

奥に福島第一原発、手前に中間貯蔵施設

自己紹介

都市計画・
まちづくり

●土地利用計画
●都市・地域再生 など

東日本大震災・福島第一原発事故

●原発被災地の復興
●津波被災地の復興 など

自己紹介

都市計画・まちづくりの

基礎研究

川﨑興太

2023年冬に刊行予定

福島復興の視点・論点

川﨑興太編

2024年冬に刊行予定

■審議会・委員会などの地域貢献
【国】
●復興庁
●国土交通省

【福島県】
●総合計画審議会
●復興計画審議会
●都市計画審議会
●開発審査会
●建築審査会
●商業まちづくり審議会
●原子力災害伝承館 など

【市町村】
●双葉町 ●大熊町
●浪江町 ●南相馬市
●田村市 ●川俣町
●福島市 ●二本松市
●白河市 ●須賀川市
●本宮市 ●喜多方市
●会津坂下町 など

NHK「⽇曜討論」

NHK「視点・論点」

自己紹介



この図は
なんの図
でしょうか︖

０．福島県と原発避難市町村
●３つの地⽅︓浜通り、中通り、会津（７つの⽣活圏）
●原発避難市町村︓ここでは12市町村（国の指⽰は11市町村）

福
島
第
⼀
原
発

福島復興政策の
構造と展開

どのような復興政策が実施されてきたのか？



１．福島復興政策の構造と展開

東日本大震災・福島原発事故後の復興政策

●過去の枠組みを適用
●時代は低成長期で、被災地は人口減少・高齢化が顕著
●インフラの復旧・再生が行われたものの空き地が顕著
●かつての復興政策の枠組みの効果が低減
●原子力災害が深刻な福島にもこの枠組みを活用

わが国の復興政策
●半世紀前に確立（1961年災害対策基本法、1962年激甚災害法）

●中規模・一過性の自然災害を念頭に置いたもの
●「空間の復興」が進めば、被災者が家を建てて戻り、

地域経済も回復するという前提
●市町村が国の補助金を得てインフラを復旧・再生
●人口が増加していた経済成長期にはある程度機能
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の県外最
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など

現時点

１．福島復興政策の構造と展開

空間の復興

人の復興

空間の復興

市町村の行政区域

市町村の行政区域

原子力災害の特質

●原子力災害の特質は、原因者の存在、
被害の広域性・長期性、避難の広域
性・長期性

●市町村単位では「空間の復興」と「人
の復興」が重なり合わない場合が多い

●「空間の復興」による「人の復興」へ
の効果は低い

わが国の復興政策の構造

●前提：市町村単位で公共事業による
「空間の復興」を進めれば、結果と
して「人の復興」が実現される

●条件：多くの被災者による被災地での
生活再建の需要があり、市町村単位で
は「空間の復興」と「人の復興」がほ
とんど重なり合う

人の復興

災害の特質の違いにもかかわらず、
⾃然災害からの復興スキームを援⽤

１．福島復興政策の構造と展開

被災地の現状

復興政策によって被災地はどうなったか？



事故後1か⽉（2011年4⽉） 事故後139か⽉（2022年10⽉）

出典︓原⼦⼒規制委員会（2023）「福島県及びその近隣県における航空機モニタリングの結果について」

●空間線量率は、主に放射能の自然減衰によって、80％程度低減
●多くの地域では全国各地とほとんど変わらない状況に

(1)放射能汚染

２．被災地の現状 ２．被災地の現状

(2)避難指示

●帰還困難区域を除いてすべ
て避難指示解除

●帰還困難区域でも拠点区域
では避難指示解除

●政府の方針は2020年代に全
域解除（帰還意向があれ
ば）

2023年5⽉
（帰還困難区域内のすべての拠点区域で避難指⽰解除）

２．被災地の現状

(3)避難と帰還

●避難指示は解除されたものの約８割の住民は避難継続
●自治体存続の危機＝「まちのこし」の必要性
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注：市町村名の後のカッコ書きの数値は、2010年国勢調査に基づく人口である。

資料：国勢調査（2010年・2020年）

原発事故に伴って

避難指示が発令された市町村

⼈⼝増減率
（2010年〜2020年）

【住民の帰還意向】

●戻っている：１割未満
●戻りたい：１割
●戻りたいが戻れない・

判断がつかない：２～３割
●戻らない：５～６割

２．被災地の現状

0% 20% 40% 60% 80% 100%

双葉町(n=1,295)

富岡町(n=2,555)

浪江町(n=3,430)

戻っている 戻りたい 戻りたいが戻れない

まだ判断がつかない 戻らない 無回答

注1：この図は、2022年度に復興庁・福島県・市町村によって実施された住民意向調査の結果を整理したものである。
注2：「戻りたいが戻れない」という選択肢は富岡町にのみ存在する選択肢である。

資料：復興庁「令和4年度 原子力被災自治体における住民意向調査」

戻らない理由・判断がつかない理由はさまざま

・子どもの学校や親の仕事などの生活基盤が避難先で確立されたこと
・原発事故が収束していないこと
・森林をはじめ放射能汚染が完全には解消されたわけではないこと
・長期避難の間に自宅が荒廃し、帰るべき家がなくなってしまったこと
・買い物や医療・福祉などの生活環境が回復していないこと



チョルノービリ原発事故の最⼤の教訓

福島原発事故の最⼤の教訓（になりかねない状況）

チョルノービリ原発事故によって
消滅した町や村のお墓

http://achikochi.takema.net/kaigai2/georg
ia2019/2019_07georgia28_Uklaine4.html

双葉町の中⼼市街地

「⼤きな原発事故は⼀瞬で
町や村をまるごと消滅させる」
主として強制的な移住政策が実⾏されたことによる

「⼤きな原発事故は遅かれ早かれ
町や村をまるごと消滅させる」
帰還政策が実⾏されているものの、
住⺠の帰還も新たな住⺠の移住も進んでおらず、
少数の帰還住⺠の⼤部分は⾼齢者

２．被災地の現状 ２．被災地の現状

(4)生業・産業

事業所の再開状況（2019年10月時点）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=866）

広野町（n=47)

田村市都路（n=24）

川内村（n=45）

楢葉町（n=64）

葛尾村（n=20）

南相馬市小高（n=100）

川俣町（n=8）

飯舘村（n=62）

浪江町（n=212）

富岡町（n=129）

大熊町（n=83）

双葉町（n=59）

休業中 避難元で再開 避難先で再開 震災前事業を廃業し別事業

資料：福島県商工会連合会（2019）「避難区域内の経営実態に関する

商工業者アンケート（第二次）調査結果報告」

営農再開状況（2019年3月時点）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(16,514ha)

広野町(446ha)

田村市都路地区(1,146ha)

川内村(903ha)

楢葉町(976ha)

葛尾村(552ha)

南相馬市小高区(2,685ha)

川俣町山木屋地区(645ha)

飯舘村(2,469ha)

浪江町(3,126ha)

富岡町(1,219ha)

大熊町(1,287ha)

双葉町(1,061ha)

営農再開 保全管理 他用途転用 耕作放棄・無管理 帰還困難区域内の農地 その他

注1：この表は、総務省の「平成22年度固定資産の価格等の概要調書」に基づく「田」と「畑」の評価総地積をベースとする2019年3月

時点の営農再開等の状況を示すものである。

注2：営農再開等の状況は、2020年に実施した市町村に対するヒアリング調査の結果によるものである。

注3：「−」は、市町村に存在しないデータ、または、市町村が開示できないデータであり、これらの分は「その他」に含まれている。

注4：参考値として示した2010年の経営耕地面積は、世界農林業センサスによる。

資料：総務省（2010）「平成22年度 固定資産の価格等の概要調書」、

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran08_h22_00.html（2020年3月31日に最終閲覧）

農林水産省（2012）「2010年世界農林業センサス」、https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2010/dai1kan.html（2020年3月

31日に最終閲覧）

地元再開率は３割 営農再開率は１割

２．被災地の現状

(5)土地利用（浪江町の中心市街地）

約160ha
1439棟

注：この図は、2010年住宅地
図を参考にして作成した
イメージ図である。

①原発事故前
②原発事故直後

約160ha
1439棟

注：この図は、2010年住宅地
図を参考にして作成した
イメージ図である。

２．被災地の現状



③2017年9⽉（避難指⽰解除の半年後）

注：この図は、福島大学川﨑
研究室の現地調査の結果
に基づくものである。

約160ha
1310棟

２．被災地の現状

④2018年9⽉（避難指⽰解除の1年半後）

約160ha
1123棟

注：この図は、福島大学川﨑
研究室の現地調査の結果
に基づくものである。

２．被災地の現状

⑤2019年8⽉（避難指⽰解除の2年半後）

約160ha
812棟

注：この図は、福島大学川﨑
研究室の現地調査の結果
に基づくものである。

２．被災地の現状

⑥2020年9⽉（避難指⽰解除の3年半後）

約160ha
650棟

注：この図は、福島大学川﨑
研究室の現地調査の結果
に基づくものである。

２．被災地の現状



⑦2021年9⽉（避難指⽰解除の4年半後）

約160ha
574棟

注：この図は、福島大学川﨑
研究室の現地調査の結果
に基づくものである。

２．被災地の現状

⑧2022年9⽉（避難指⽰解除の5年半後）

約160ha
570棟

注：この図は、福島大学川﨑
研究室の現地調査の結果
に基づくものである。

２．被災地の現状

⑨2023年9⽉（避難指⽰解除の6年半後）

約160ha
585棟

注：この図は、福島大学川﨑
研究室の現地調査の結果
に基づくものである。

●浪江町のメインストリートであった「新町通り」
●ほとんどの所有者が家屋を解体
●避難指⽰の解除後に、家屋の解体に伴って、空き地だらけの町に

2017年9⽉
（避難指⽰解除から半年後）

2023年9⽉
（避難指⽰解除から6年半後）

２．被災地の現状



双葉町

⼤熊町

2019年4⽉
避難指⽰解除準備
区域と居住制限区
域の避難指⽰解除 2019年5⽉

役場が復興
拠点に帰還

2020年3⽉
避難指⽰解除準備
区域の避難指⽰解除2022年8⽉

特定復興再⽣拠点区域の避難
指⽰解除（帰還困の11％）

2022年6⽉
特定復興再⽣拠点区域の避難
指⽰解除（帰還困の18%）

2020年代
拠点区域外の避難指⽰解除
（帰還意向のある住⺠のみ）

2045年
除染⼟壌の県外
最終処分の完了

2041〜2051年以降
福島第⼀原発の廃炉措置の完了

2041〜2051年以降
福島第⼀原発の廃炉措置の完了

資料︓⼤熊町（2019）「⼤熊
町帰還困難区域における
中⻑期復興構想」

資料︓双葉町（2017）「双葉
町 特定復興再⽣拠点
区域復興再⽣計画」 １F

１F

●⾯積の96％が帰還困
※⾯積︓51k㎡

●⼈⼝の96％が帰還困
※⼈⼝︓6,000⼈ 中間貯蔵施設

中間貯蔵施設●⾯積の60％が帰還困
※⾯積︓79k㎡

●⼈⼝の96％が帰還困
※⼈⼝︓10,000⼈

双葉町と⼤熊町の町⼟の復興
には半世紀以上の歳⽉が必要

2045年
除染⼟壌の県外
最終処分の完了

2020年代
拠点区域外の避難指⽰解除
（帰還意向のある住⺠のみ）

２．被災地の現状

(6)原発立地町の状況
(1) 自治体の存続に向けた住民の帰還の促進と新たな住民の移住の促進

(2) 住民の帰還の促進に向けた生活インフラの再生

(3) 新たな住民の移住の促進に向けた総合的な取り組み

(4) 福島イノベーション・コースト構想の推進

(1) まちの情報の提供

(2) 役場の出張所や支所などを通じたサポート

(3) 避難者・被災者の特例措置の終期への対応

(4) 被災者の生活の自立再建

(5) 避難者・被災者の生活再建状況の把握

(1) コミュニティの基盤としての行政区のあり方の再検討

(2) 東京電力関連会社の社員や廃炉作業員などとの共生

(3) まちの顔としての中心市街地の再生

(1) 帰還困難区域の全域の除染・家屋解体と避難指示解除

(2) 隣接自治体との調整のもとでの避難指示解除

(1) 福島第一原発のALPS処理水の処分と廃炉作業を通じた地域振興

(2) 福島第二原発の廃炉を見据えた地域産業の振興

(1) 除染土壌の県外最終処分

(2) 中間貯蔵施設の跡地利用

(1) 担い手の不足への対応

(2) 農地除染の実施後の地力回復

(3) 野生鳥獣対策の実施

(4) 新たな農業の展開

(1) 森林全体の除染や再生事業の実施

(2) 木質バイオマス発電事業の推進を通じた森林の再生

(1) 太陽光発電の普及に伴う問題への対応

(2) 風力発電の普及に伴う問題への対応

(1) 復興への反省

(2) 自治体の未来と自立

(3) 希望と心を失わないこと

7. 農業・農地の再
生

8. 林業・森林の再
生

9. 再生可能エネル
ギーの普及に伴う
諸問題への対応

10. 復興への反省
と自治体の自立と
希望と心

1. 住民の帰還の促
進と新たな住民の
移住の促進

2. 避難者・被災者
の生活再建の支援

3. 被災地における
コミ ュニ テ ィ の維
持・形成

4. 帰還困難区域の
避難指示解除

5. 福島第一・第二
原発の廃炉への対
応
6. 中間貯蔵施設の
除染土壌の県外最
終処分と跡地利用

原発避難12市町村の復興に向けた課題

２．被災地の現状

(7)避難12市町村長の認識

被災者の現状

復興政策によって被災者はどうなったか？

浪江町中⼼市街地の帰還者を対象として、
2019年8⽉に実施したアンケート調査の結果

・調査の対象者 ︓全124世帯
・調査票の回収数︓50世帯（回収率40％）

将来的な買い物に関する不安

0% 20% 40% 60% 80% 100%

原発事故前

2019年

単身 夫婦 親子 3世代 その他

n=50

不安を感じる 不安を感じない 無回答

n=50

不安を感じる 不安を感じない 無回答

n=50

将来的な医療に関する不安

世帯構成の変化

(1)帰還者の生活

３．被災者の現状

●帰還者の属性
◎避難や帰還に伴って

世帯の分離を経験し
た単身・夫婦世帯の
高齢者がほとんど

●生活環境
◎ほとんどの店舗、医

療機関、介護関連施
設は閉まったまま

●生活上の不安
◎将来的に車を運転で

きなくなった場合の
買い物や通院への不
安



0% 20% 40% 60% 80% 100%

原発事故前

避難期間

2019年

よく付き合いがある 少し付き合いがある

ほとんど付き合いがない 無回答

n=50

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医療・福祉機能の回復・整備

公共交通機関の回復・整備

周辺住民の帰還

商業機能の回復・整備

原発事故の収束

治安の向上

放射能の影響の低減

事業所の再開

住宅の修繕や建て替えへの支援

その他

注：該当する選択肢をすべて選択した結果である。

n=50

近所付き合いの変化

浪江町で⽣活していく上で必要なこと訪問⾯接式のアンケート調査の⾵景

●近所づきあい
◎帰還者そのものが少ないので、

あまり近所づきあいがない

●孤独感
◎帰還者の6割が孤独感

●生活環境上の課題
◎医療・福祉機能の回復・整備、

公共交通機関の回復・整備など

３．被災者の現状

(2)避難者の生活

３．被災者の現状

●広域避難者に対する適切な行政サービスの提供および住所移転者と避難元自
治体との関係の維持を目的に原発避難者特例法が2011年8月に公布・施行

行政
サービス

避難元自治体

避難先自治体

役場

市役所

特定
住所移転者

住所移転者

避難住民

行政サービス
（特例事務）

参政権なし

行政サービス

参政権あり

（避難元自治体に
申出を行った場合）

行政サービス

参政権あり

関係の維持に資する施策

（避難元自治体が住所移転者協議会を設置した場合）

参政権あり

帰還者

参政権あり

部分的な参政権あり

原発避難者特例法の
基本的な構造

３．被災者の現状

①避難住民・住所移転者・特定住所移転者等の状況

●2023年4月1日時点での避難住民は55,422人（原発事故当時の住民の10％）、
住所移転者は154,671人（同28％）、特定住所移転者は11,112人（同2％）

②「避難住民に対する適切な行政サービスの提供」に関する効果

●行政サービスに関して、多くの指定市町村は「十分だと思う」と回答
●避難住民の生活再建に関する原発避難者特例法の有効性について、多くの指
定市町村は「とても有効だと思う」または「少しは有効だと思う」と回答

●原発避難者特例法は、避難住民の避難生活を支える上で重要な役割を果たし
た（双葉町、大熊町、浪江町、富岡町では、避難住民が住民の80％を超えて
いることがこれを物語っている）

③「住所移転者と避難元自治体との関係の維持」に関する効果

●住所移転者に対する特定住所移転者の割合は7％で、3市町村においては0人
●住所移転者協議会設置条例を制定した指定市町村は皆無で、協議会は0件
●原発避難者特例法に基づく住所移転者と避難元自治体との関係の維持にかか

わる施策は、それほど重要な役割を果たしたとは言えない

指定市町村である13市町村と指定都道府県である福島県を対象として、
2023年4⽉から5⽉にかけて、アンケート調査を実施（回収率100％）

震災関連死の死者数の累計推移 震災関連⾃殺者数の累計推移
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（人）

資料：厚生労働省自殺対策推進室（2022）「自殺の統計：地域における自殺の基礎資

料（令和4年）」

３．被災者の現状

(3)震災関連死と震災関連自殺

●震災関連死と震災関連自殺者が顕著（関連死は直接死の1.5倍）

●長期避難による体調悪化、生きがいの喪失、先行きの不安
●３０兆円以上を使っても関連死などを止められない復興政策
●１０年以上が経過しても心のケアが必要な理由を問い返すべき
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資料：復興庁・内閣府（防災担当）・消防庁（2023）「東日本大震災における震災関

連死の死者数（令和5年3月31日現在調査結果）」



福島復興の課題

今後の課題は？

４．福島復興の課題

(1)国民全体での福島の復興に関する総合的な検証

●福島原発事故は、天災であり、人災であり、文明災である

●福島には長期にわたる課題が山積
－廃炉、除染土壌の県外最終処分、ALPS処理水の海洋放出、
帰還困難区域の避難指示解除、農林水産業の再生など

●しかし、特別な政策には必ず終期がある
－国は2030年度まで福島の復興に向けて取り組むとの方針

●原発事故後には４つの委員会が原発事故に関する検証を実施
したが、原子力災害からの復興に関する検証は未実施

●福島の問題は国民全体の問題であるが、時間の経過に伴って
福島に閉じられたローカルな問題に、他人事に

●福島の復興の出口を見定めるためにも、国民全体での福島の
復興に関する総合的な検証が必要

１．福島原発事故の発生の原因の究明と責任の所在の確認
・原発事故の発生の原因：安全神話、リスク管理、原災対策
・責任の所在：東京電力、国、福島県、市町村、県民、国民

２．福島原発事故の被害実態の包括的・総体的な把握と追究
・被害者：強制避難者、自主避難者、居住継続者、県外住民
・被害内容：被曝、恐怖と不安、避難生活、場所資本の喪失、地域の分断、

人口の減少、自治体の存続危機

３．被災者の生活再建と被災地の復興・再生に関する到達点の
解明と実現方策の検討
・既往の福島復興政策の問題点の提示
・被災者生活再建と被災地復興・再生に関する課題抽出と実現方策の検討

４．原発事故の再発防止策と再発した場合の被害の最小化策の
合理性に関する確認
・原子力災害対策に関する改善策の構築
・法制度の構造と運用、組織体制などに関する検討

検証すべき事項

４．福島復興の課題 ４．福島復興の課題

(2)原子力災害対策基本法の制定

●検証の結果を踏まえて、教訓を導き出し、その教訓を原子力
災害対策基本法というかたちで法制度化（教訓は法制度とし
て残されてこそ、将来の災害復興に活かされる）

－日本全国に５０基を超える原発
－原発の運転期間延長・新増設などへの政策転換

●原子力災害対策基本法を所管し、災害対策を一元的に担う
防災・復興省といった国家行政組織の創設

【福島第一原発の廃炉を未来への投資に】

●日本も世界も大量廃炉時代
●福島第一原発の廃炉は単なる事故処理
●人とお金を集中投下し、世界に廃炉のノウハウを送り込める
ようにするためのプロジェクトに



被害

被災者

被災地

事故収束 （⻑期にわたって廃炉・汚染⽔対策が続く）

放射能汚染（⻑期にわたって放射能汚染が続く）

⻑期避難者（⾃⼒再建住宅等への⼊居後も避難者であり続ける）

⻑期被害者（避難元への帰還後も被害者であり続ける）

⻑期環境回復（⻑期汚染地域の安全・安⼼性の回復措置が必要）

⻑期地域再⽣（⻑期的なまちの存続に向けたプランニングが必要）

⾃然災害の場合 原⼦⼒災害の場合

法制度が不⼗分または⽋落している部分

●我が国の防災・復興法制度は中規模・一過性の自然災害を想定

●超広域・長期災害である原子力災害に対する不適合性

４．福島復興の課題 ４．福島復興の課題

原子力災害からの復興に関する３０の教訓
教訓

教訓1．原子力災害被災地の復興の困難性

教訓2．時間の経過に伴う健康問題の変化

教訓3．廃炉と復興の両立のための条件の整備

教訓4．ALPS処理水対策の必要条件としての地質・地下水調査の実施

教訓5．放射能の長期的な動態メカニズムの解明

教訓6．復興事業による放射能拡散に対する懸念への対応

教訓7．被害総体に対する実態に即した損害賠償

教訓8．大量不法行為に対する司法救済制度の改善

教訓9．原子力災害の特質に即した防災・復興法制度の構築

教訓10．自治体の存続と復興の担い手の確保に向けた移住の促進

教訓11．低開発需要地域の再生に向けた都市整備事業と空間計画論に関する検討

教訓12．復興財源と自治体プランニングのあり方に関する検討

教訓13．広域的な観点からの復興事業の推進

教訓14．家屋の維持管理と空き地の有効活用

教訓15．復興の行政主体である自治体の職員に対する支援のあり方の検討

教訓16．「復原」という理念からの「復興」という理念の問い直し

教訓17．ビジネスによる地域課題の解決と担い手の育成

教訓18．基幹産業としての農業の再生

教訓19．県土面積の大部分を占める森林・林業の再生

教訓20．漁業の再生と誇りを取り戻すための風評被害対策の実施

教訓21．中間組織の機能維持と避難者の意向の反映

教訓22．行政区単位の自然（じねん）的な実践によるまちの持続

教訓23．住民主体の当事者性あるコミュニティの再生

教訓24．原子力災害の特質に即した避難者の生活再建支援

教訓25．避難者の避難先での住民としての地位・権利の保障

教訓26．長期的な広域避難を支える「仮の町」の整備

教訓27．避難先自治体の住民生活やまちづくりへの影響の緩和

教訓28．避難者支援にかかわる支援者のマネジメント

教訓29．国民が福島の問題を自分事として考えるための条件の整備

教訓30．国民全体での未来の暮らしという観点からの原子力政策の問い直し

(1)「福島原発事故による
被害実態の包括的・総体
的な把握と追究」に関す
る教訓

(2)「福島原発事故の被災
者の生活再建と被災地の
復興・再生に関する実態
に即した課題の抽出」に
関する教訓

(3)「原発事故の再発防止
策と再発した場合の被害
の最小化策の合理性に関
する確認」に関する教訓

①避難元
での生活
再建と復
興

①長期的に持続する
被害

②原発事故と放射能
汚染の継続

③損害賠償と司法救
済のあり方の見直し

②避難先での生活再
建と復興

①国民の当事者性の
拡張

②国民全体での原子
力政策の問い直し

イ.政策・
事業

ロ.産業

ハ.コミュ
ニティ

●福島長期復興政策
研究会での研究発
表やヒアリング調
査に基づく教訓

●福島長期復興政策
研究会のホーム
ページ

https://kawasaki938.wi
xsite.com/association

４．福島復興の課題

(3)住民主体の地方自治の強化

●「福島の復興」のはずが「東京の復興」に
－ 原発がメガソーラーに変わったが東京のエネルギー供給地

－ 福島の事業者は廃炉事業にほとんど関われず

●復興によって何を回復し、どのような暮らしを再生するのか、
再考する必要性

－ アレントの非-実在性(no-thingness)と非実存性(no-bodyness)

●東京・国・行政依存のまちを再生産するのではなく、住民が
復興のあり方を議論し、地域のことについて共同で自己決定
してまちをつくりあげることが重要

－ 民主主義とは統治者と被治者の同一性を基礎とする政治原理

－ 行政区などの場所に根差した中間集団の構築・再構築が必要

●まちの存在価値は、住民の多寡でも、立派な施設の有無でも
なく、自分で意志決定できるかどうかによって規定される

●わが国では、市町村が防災・復興を担う一義的な行政主体

●2022年度に双葉郡8町村の自治体職員アンケート調査を実施

●こうした市町村の実態を踏まえた支援策を検討する必要

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=221)

浪富大双(n=119)

広楢葛川(n=102)

強く思う まあまあ思う

あまり思わない 全く思わない
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４．福島復興の課題

【復興の行政主体の支援の充実が必要】

●職員は約2倍に（非正規が約10倍）
●原発事故前の暮らしやまちを知って

いる正規職員は全職員の4分の1

●職員が業務に忙殺されている
●役場内で復興のあり方を十分に議論

できているとは言い難い状況

双葉郡8町村における
一般行政職員数の推移

役場内で復興のあり方を
議論できていると思うか



おしまい

いつでもご連絡ください。

川﨑興太

kawasaki@sss.fukushima-u.ac.jp


